
 墨田区立公園条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年２月２０日 

 

                    墨田区長  山  本    亨    

 

墨田区規則第３号   



   墨田区立公園条例施行規則の一部を改正する規則 

 墨田区立公園条例施行規則（昭和４０年墨田区規則第１０号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第１号の表墨田区立緑と花の学習園の項を次のように改める。 

 

墨田区立緑と花の学習園 

⑴ 国民の祝日（これら

の日が日曜日に当たる

ときは、その翌日） 

⑵ １２月２９日から翌

年１月３日まで 

午前９時から午後４時ま

で 

 

 第２条第２号の表中 

「 

 

 

 

 

「 

 

 

 

める。 

 第２条の２ただし書中「指定管理者」の次に「（条例第２２条第１項の規定により

業務を行わせる者をいう。以下同じ。）」を加える。 

 第６条第２項の表中隅田公園の部を墨田区立隅田公園及び墨田区立大横川親水公園

の部とする。 

 第７条の４第１項中「（条例第２２条第１項の規定により業務を行わせる者をいう。

以下同じ。）」を削る。 

 第１０条中「公園有料施設使用記録票（第５号様式（甲））又は魚つり場利用状況 

日報（第５号様式（乙））を作成し」を「システム又は区長が別に定める様式により」

に改める。 

墨田区立東墨田第

一公園 

ボール遊

び広場 
 

４月から９月まで 

午前９時から午後７時まで 

１０月から翌年３月まで 

午前９時から午後６時まで 

 」 

を 

墨田区立東墨田第

一公園 ボール遊

び広場 
 

４月から９月まで 

午前９時から午後７時まで 

１０月から翌年３月まで 

午前９時から午後６時まで 
墨田区立緑町公園 

 
」 

に改 



 第１８条の表第１０条の項中「公園有料施設使用記録票（第５号様式（甲））又は

魚つり場利用状況日報（第５号様式（乙））」を「システム又は区長が別に定める様 

         「               

 

 

 

 

 

「 

 

 

 

 

 

 別表第１中 

「            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１３条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

式」に改め、同表中 

第１３条第５項 

 

 

 

 

 

 

」 

」 

を 

に改める。 

墨田区弓道場 月曜日（月曜日が国

民の祝日に当たると

きは、その翌日）及

び１２月２９日から

翌年１月３日まで 

午前９時から午後９時まで 

隅田公園少年野球場 

４月から９

月まで 

午前８時から

午後６時まで 

１０月から

翌年３月ま

で 

午前８時から

午後４時まで 

東墨田公園少年野球

場 

 

午前６時から

午後６時まで 

荒川四ツ木橋緑地少

年野球場 

 

荒川四ツ木橋緑地野

球場 

 

錦糸公園競技場  午前８時から午後８時３０分まで 

荒川四ツ木橋緑地競

技場 

 

１２月２９日から翌 

年１月３日まで 
４月から９

月まで 

午前６時から

午後６時まで 

 
 

１０月から

翌年３月ま

で 

午前８時から

午後４時まで 

荒川四ツ木橋緑地球

技場 

荒川四ツ木橋緑地少

年サッカー場 

 

錦糸公園野球場 
 

午前８時から午後８時３０分まで 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

を 

「 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隅田公園内魚つり場 

 
４月から９

月まで 

午前１０時か

ら午後５時３

０分まで 

１０月から

翌年３月ま

で 

午前９時から

午後４時３０

分まで 

立花大正民家園旧小

山家住宅 

第２月曜日（その日

が国民の祝日に関す

る法律（昭和２３年

法律第１７８号）に 

定める休日（以下

「休日」という。）

に当たるときは、そ

の翌日）及び１２月

２９日から翌年１月

３日まで 

午前９時３０分から午後９時まで 

」 

墨田区弓道場 ⑴ 月曜日（その日

が休日（国民の祝 

 日に関する法律

（昭和２３年法律

第１７８号）に規 

 定する休日をいう。

 以下同じ。）に当

たるときは、その

直後の休日でない

日） 

⑵ １２月２９日か

ら翌年１月３日ま

で 

午前９時から午後９時まで 

隅田公園少年野球場 

４月から９

月まで 

午前８時から

午後６時まで 

１０月から

翌年３月ま

で 

午前８時から

午後４時まで 

東墨田公園少年野球

場 

 

午前６時から

午後６時まで 

荒川四ツ木橋緑地少

年野球場 

 

荒川四ツ木橋緑地野

球場 

 

錦糸公園競技場  午前８時から午後８時３０分まで 

荒川四ツ木橋緑地競

技場 

 
 

１２月２９日から翌 

年１月３日まで 
４月から９

月まで 

午前６時から

午後６時まで 

１０月から

翌年３月ま

で 

午前８時から

午後４時まで 

荒川四ツ木橋緑地球

技場 

荒川四ツ木橋緑地少

年サッカー場 

 

錦糸公園野球場  午前８時から午後８時３０分まで 

隅田公園内魚つり場 

 
４月から９

月まで 

午前１０時か

ら午後５時３

０分まで 

１０月か

ら翌年３

月まで 

午前９時から

午後４時３０

分まで 

 



 

 

に改める。 

 第３号様式から第５号様式（乙）までを次のように改める。 

第３号様式から第５号様式まで 削除 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

」 

立花大正民家園旧小

山家住宅 

 
午前９時３０分から午後９時まで 


